
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ミニ保険                         

Ｑ：ミニ保険に加入しようかと考えていま

す。ミニ保険の税務上の取扱いはどうなって

いるのですか？                                      

                                              

Ａ：所得税法上の生命保険料控除の対象に

はなりませんが、相続税法上では生命保険金

としてみなし相続財産になります。 

【解説】 

ミニ保険は、金融庁財務局に登録された少

額短期保険業者が販売する少額短期保険のこ

とで、平成18年の保険業法の改正により誕生

した、いわゆる第三の保険のことをいいます。 

保険金額が少額で保険期間が短期(生命保

険は１年、損害保険は２年)の保険しかありま

せんが、代わりに保険料が安かったり、持病

があっても保険に入れたりとユニークでバラ

エティに富んだ商品がたくさんあります。 

ところで、このミニ保険の税務上の取扱い

ですが、次のようになっています。 

 ①所得税での取扱い 

  生命保険料控除の対象になる保険料は、保

険業法２条３項の保険会社と契約したもの

となっており、保険業法２条18項に定義付

けされている少額短期保険業者との契約に

基づく保険料は対象とされていません。し

たがって、ミニ保険の保険料は、生命保険

料控除の対象にすることはできません。 

 ②相続税での取扱い 

  保険業法２条３項及び18項の保険業者と契

約した生命保険に係る生命保険金は、相続

税法上非課税とされていますので、みなし

相続財産として非課税の対象となります。 
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